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（公印省略） 

 

令和７年度 プール開放のお知らせ 

 

令和７年度プール開放を下記の通り実施します。 

 

記 

１ プール開放期間 

  令和７年４月７日（月）から、通年で利用可能です。 

  ただし、メンテナンス、関係設備故障等により、急遽利用を中止することがあります。 

  冬季は室温及びシャワーの水温が上がりにくくなっています。また、休日明けは水温が低く、利

用は難しいです。冬季の利用は、この点を踏まえ、ご利用願います。 

 

２ 利用可能曜日及び利用時間 (令和 6年度と変更ありません。) 

（１）利用曜日 月曜日から木曜日まで（祭日を除く） 

（２）利用時間 

 ①１２：５０～１４：００  ②１４：０５～１５：１５  ③１５：２０～１６：３０ 

 

３ 予約開始日について 

  利用したい日の前々月の１５日から予約開始 

 

４ 予約方法について 

  予約開始日以降に、プール開放団体利用申請書兼承認書を提出してください（郵送、FAX、 

 メール可）。昨年同様、利用回数に制限はありません。ただし希望が重複した場合は、調整させて

いただきます。 

 ※令和 7年度は会員名簿の提出はありません。会員の追加の際は、利用日までに窓口にて 

   名簿の記入をお願いします。 

 

５ 利用後の原状復帰について 

  利用後に、濡れた床（トイレ、脱衣場等含む）は備え付けのモップ等で拭くなど、必ず原状復帰

をお願いいたします。守られない団体には、以降の貸し出しをお断りする場合があります。 
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